
計量証明書等の電子交付
(EDD)サービス のご案内

2015年1月に経済産業省産業技術環境局計量行政室から、電子化し
た計量証明書も法的に認められるという見解が示され、計量証明書の電子
交付が可能となりました。

当社では、計量証明書以外にも分析結果報告書、水質試験成績書、
作業環境測定結果報告書など、各種報告書の電子交付に対応しています。

PDFファイル
+

電子署名
+

紙ベース報告書
+

計量士押印
+

電子報告書のメリット

運用上の注意
電子署名の有効期限は10年です。
電子ファイルが原本です。プリントアウトしたものは複写としての取り扱いになりますが、自治体への提出書類としても認められています。
ファイルを改変すると電子署名が無効になります。（ファイル名の変更は改変とはなりません）

 ペーパーレス化
 報告書納品期日の短縮
（原本郵送等からメール等での電子納品）

 リモートワーク、テレワーク対応
 書類の保管場所の削減
 検索が容易
 ファイル紛失時もメール等で再発行可能
 改ざん防止対策
 写真等の添付資料も同時に受信

Q&A:

Q1:

Q2:

A1:

A2:
電子署名は国際規格の「WebTrust for 
CA 」に適合したJEDAC（日本EDD認証
推進協議会）のサービスを使用しています。

電子交付される報告書（電子報告書）
とは?

計量証明書等が含まれるPDFファイルに電
子署名、タイムスタンプを付与したものです。

セキュリティは大丈夫?
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電子報告書見本

クリックすると、電子署名、タイムスタンプが
確認できます。可視署名として署名者の
計量士登録番号などが表示されています。

ポイント
１

ポイント
2

JEDACのロゴ
透かしが表示
されます。


